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電気事業法施行規則第五十二条第二項

自家用電気工作物であって、出力千キロワット未満の発電所（原子力発電所を除く。）のみに係る

前項の表一、二、三若しくは七の事業場、七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三

若しくは七の事業場又は電圧六百ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみに係る同表七の

事業場のうち、当該発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に

関する保安の監督に係る業務（以下「保安管理業務」という。）を委託する契約（以下「委託契約」

という。）を次条に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないも

のとして経済産業大臣（事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所

在地を管轄する産業保安監督部長。第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。）の

承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山

保安法 が適用されるもののみに係る同表三又は七の事業場については、同項の規定にかかわ

らず、電気主任技術者を選任しないことができる。

電気事業法施行規則第五十三条第三項

第五十二条第二項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者（以

下「電気管理技術者」という。）及び前条第二号の要件に該当する者（以下「電気保安法人」とい

う。）並びに保安業務従事者は、その職務を誠実に行わなければならない。また、電気保安法人

は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。

電気関係報告規則第三条第三項

第一項又は前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から四十八時間以内可能な限り

速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、

電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十一

の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号イ若しくはハ若しくは第五号

イ若しくは第十一号に掲げるもの、又は同表第四号ト若しくはチ若しくは第五号ロ若しくはハに掲

げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、様式第十一の報告書の提出

を要しない。

電気設備に関する技術基準を定める省令第二十九条

電線路の電線又は電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合には、他の工

作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそ

れがないように施設しなければならない。



参考

電気設備の技術基準の解釈第八十五条第一項

高圧架空電線が建造物、道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線路等、アンテナ、

交流電車線等、低圧又は高圧の電車線、低圧架空電線、他の高圧架空電線及び特別高圧架空

電線以外の工作物（以下この条において「他の工作物」という。）と接近状態に施設される場合は、

高圧架空電線と85-1表の左欄に掲げる他の工作物との離隔距離は、それぞれ同表の右欄に掲

げる値以上とすること。この場合において、高圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の

際に、高圧架空電線が他の工作物と接触することにより人に危険を及ぼすおそれがあるときは、

高圧架空電線路は、第75条の規定に準じて施設すること。（省令第29条関連）


